




令和５年中の 火災・救急状況 

＜令和５年１月１日～令和５年８月 31日＞ 

■ 市内の火災件数・原因(前年同月比)  

火災件数は昨年同月比で 86 件の増加、火災原因は「放火」次いで「たばこ」が多い 

    
 

■ 区内の火災件数・原因(前年同月比) 

 令和５年 令和４年 増減 

火災件数 13件  15件  △２件  

種別 

建物 ９件  ７件  ２件  

車両 １件  ３件  △２件  

その他 ３件  ５件  △２件  

焼損床面積 94㎡  ３㎡  91㎡  

死者数 ０人  ０人  ０人  

負傷者数 ４人  ２人  ２人  

■ 区内の火災（７、８月発生分） 

① ７月３日（月） 磯子区滝頭三丁目  建物火災 

② ７月４日（火） 磯子区杉田八丁目  建物火災 

③ ７月８日（土） 磯子区新杉田町   車両火災 

④ ８月８日（火） 磯子区岡村五丁目  建物火災 
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計 503 件 
（＋86 件） 

計 417 件 

令和５年 主な出火原因 
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■ 区内の救急件数    

 

 
 

  救急車の適正利用にご協力お願いします 

令和５年の救急出場件数、搬送人員はともに、過去最多を記録した昨年を上回るペース

で増加しています。 

救急隊で搬送された人のうち、約半数が入院を必要としない軽症となっています。地域

の限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状の傷病者にできるだけ早く救急車

が到着できるようにするため、救急車の適時・適切な利用に、皆様の御理解と御協力をお

願いします。 

ただし、事故の状況や症状からみて、緊急だと感じたら、迷わずすぐに１１９番通報をし

てください！ご協力よろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市記者発表資料『令和５年上半期火災・救急概況（速報）より』 
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令 和 ５ 年 ９ 月 19 日  

 

自治会町内会長 様  

 

磯 子 消 防 署 長   

 

「防災フェス」開催に関する周知の御協力について（依頼） 

 

 秋暑の候 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、地域における防火防災に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和５年 11月９日（木）から 11月 15日（水）までの７日間にわたり全国一斉に「秋の火災予

防運動」が実施されます。磯子消防署ではこの期間に、火災予防思想の一層の普及を図り、火災による死

者の発生や財産の損失を防ぐことを目的に、「防災フェス」を開催します。一人でも多くの方に参加いた

だけるよう、自治会町内会の皆様へお知らせいただくよう御協力お願いします。 

 

１ 日時 

  令和５年 11月 12日（日） 午前 10 時から正午まで 

２ 開催場所 

  新杉田一丁目ふれあい広場（らびすた新杉田隣） 

３ 防災フェス概要 

(1)  元プロ野球選手「屋鋪 要氏」による一日消防署長 

(2)  消防訓練 

    らびすた新杉田を対象とした消防訓練を実施します。 

 (3) 音楽隊演奏（横浜市消防音楽隊によるドリル演奏） 

(4) 体験ブース 

ア 地震体験（起震車による地震体験） 

  イ 消火体験（水消火器による消火体験） 

  ウ 防災ｅ－パーククイズ（ウエブサイト上の「よこはま防災ｅ－パーク」内のクイズに挑戦） 

  エ スタンプラリー（ア・イ・ウの各ブースに参加した際にスタンプを押印し、景品の配布） 

 

【問合せ】 

 磯子消防署総務・予防課予防係 

 担当：山下・五嶋・山口 

 電話/FAX：045-753-0119 

 Email：sy-isogo-yobo@city.yokohama.jp 

磯子区連合町内会長会資料  

令 和 ５ 年 ９ 月 1 9  日  

磯 子 消 防 署  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防 災 フ ェ ス 

in らびすた新杉田 

 

 横浜消防音楽隊による演奏 

消火器体験 

地震体験 

スタンプラリーの実施 

磯子消防署 ☎045-753-0119 問 

磯子消防署×磯子火災予防協会 

 プロ野球 大洋ホエールズや読売ジャイアンツでも活躍 

一日消防署長  

屋鋪 要 氏 

兵庫県川西市出身（大阪市此花区生まれ） 
1977 年のドラフト会議で横浜に 6 位指名を受け入団 
1986 年から 88 年まで盗塁王を獲得。 
高木豊氏、加藤博一氏と共にスーパーカートリオとして活躍 
現在、野球解説者を務める。 

消防訓練展示 

【場所】 杉田一丁目ふれあい広場 

(らびすた新杉田隣) 

会場 

JR新杉田駅 

聖天橋 

交番 

らびすた 
新杉田 

【日時】11月12日  (日) 
10：00～12：00 



 

プラスチックごみの分別・リサイクルの拡大について 

 

１ 趣旨 

温室効果ガスを削減するために、現在燃やすごみとして焼却処理している、プラスチ

ック製品を新たに分別収集します。 

 

２ 新たに分別収集するプラスチック製品 

ハンガーやバケツなど、プラスチックのみでできた製品 

（※金属などとの複合素材や合成繊維や合成ゴムなどは、引き続き燃やすごみ） 

 

３ 排出方法 

既に分別していただいている、プラスチック製容器包装と同じ袋で、排出していただ

きます（週１回収集）。 

 
『プラスチック資源』として分別区分を新設 

【プラスチック製容器包装とプラスチック製品】 

 

４ 開始時期 

  令和６年 10 月 先行実施 

  令和 7 年 ４月 全市実施 

   

令和６年 10 月 先行実施 

中区 港南区 旭区 

磯子区 金沢区 戸塚区 

栄区 泉区 瀬谷区 

令和７年 ４月 全市実施 

鶴見区 神奈川区 西区 

南区 保土ケ谷区 港北区 

緑区 青葉区 都筑区 

 

５ 今後の予定 

  新たに分別収集するプラスチック製品の具体的な例を記載したチラシなどを製作し、

十分な時間をかけて、丁寧に皆様に周知していきます。 

市連会９月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ９ 月 1 2 日 

資源循環局政策調整課 

裏⾯あり 



６ その他 

現在、本件を盛り込んだ「新たな一般廃棄物処理基本計画」の策定を進めており、

計画策定に向けたパブリックコメントにて市民意見募集を予定しています。詳細は改

めてお知らせいたします。 

 

【参考①】 プラスチック資源の分別・リサイクルの流れ 

 

 
 

【参考②】 地球温暖化とプラスチックを取り巻く状況 

 

 地球温暖化は、災害級の猛暑や記録的豪雨など、地球規模の気候変動を引き起こすと

されています。 

 プラスチックは燃やすと、地球温暖化の原因となる温室効果ガス（ＣＯ２）を多く発

生します。 

 

燃やすごみからプラスチックを減らすことが「温室効果ガスの削減」につながります 



第３期健康横浜２１素案のパブリックコメントの実施について 

市民の皆様の健康づくりに関する計画である「第３期健康横浜２１～横浜市健康増

進計画・歯科口腔保健推進計画・食育推進計画～」の素案がまとまりましたので、御

報告します。

素案についてパブリックコメントを行いますので、御理解、御協力のほどお願いい

たします。今後は、パブリックコメントでいただいた御意見を踏まえ、最終案の検討

を進め、令和６年３月に計画を策定する予定です。

１ 協議・検討経過 

第３期健康横浜２１は、令和４年度から策定作業に着手し、本市附属機関の健康

横浜２１推進会議における意見交換を軸に、地域の関係機関・団体や学識経験者と

の協議・検討を重ねてきました。 

２ 第３期健康横浜２１素案 

(1) 第３期健康横浜２１素案パブリックコメント用リーフレット

(2) 第３期健康横浜２１素案冊子

３ パブリックコメントの実施 

(1) 実施期間

令和５年９月 27 日（水）～10 月 27 日（金）

(2) 主な周知方法

ア 地域の関係機関・団体への説明（９月～10 月）

イ 市ウェブサイトへの掲載（９月中旬）

ウ 広報よこはま市版 はま情報（10 月号）

エ 市役所・区役所でのパブリックコメント用リーフレット等の配布

(3) 意見提出方法

電子申請、電子メール、ファクシミリ、郵送

【添付資料】 

・資料１　第３期健康横浜２１素案パブリックコメント用リーフレット

・資料２　第３期健康横浜２１素案冊子

磯子区連合町内会長会資料

令  和 ５ 年 ９ 月 1 9 日

磯  子  区  福  祉  保  健  課

（担当）磯子区福祉保健課 
電話:750-2445   FAX：750-2547  

E メール：is-fukuho@city.yokohama.jp 



いずれかの方法で、御意見をお寄せください。
市電子申請・届出システム
入力フォームはこちらから

市電子申請・届出システム入力フォーム
kf-kenkouyokohama@city.yokohama.jp
045-663-4469
下のハガキを切り取って御利用ください。
切手は不要です。（10月27日 消印有効）

令和５年9月発行

御意見の募集期間

　Eメール、　FAXの場合は、
件名に「第３期健康横浜２1意見」と
明記してください。

令和５年９月27日（水）～10月27日（金）

１

2

3

4

【注意事項】
●

●

●

いただいた御意見は、計画策定の参考にさせていただき
ます。また、個人情報を除き、いただいた御意見の概要
と、それに対する本市の考え方をまとめ、後日、ホーム
ページで公表します。御意見への個別の回答はいたしま
せんので、御了承ください。

御意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭
による御意見は受け付けておりません。

御意見の提出に伴い取得したEメールアドレス、FAX番
号等の個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条
例」の規定に従い適正に管理し、本件に関する業務にの
み利用させていただきます。

お問合せ

TEL : 045-671-2454　FAX : 045-663-4469
 kf-kenkouyokohama@city.yokohama.jp

〒231-0005
横浜市中区本町６丁目50番地の10

横浜市健康福祉局健康推進課

2 3

第３期健康横浜２１（素案）の全文は、横浜市健康福祉局健康推進課ホームページからご覧いただけます。

URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/21/naiyo/3rd/soan.html

次の場所で、第３期健康横浜２１（素案）の全文を冊子でご覧いただけます。　
● 各区役所広報相談係
● 市民情報センター（横浜市庁舎３階）
● 横浜市健康福祉局健康推進課（横浜市庁舎15階）

第３期健康横浜２1（素案）　全文の閲覧方法

第３期健康横浜２１（素案）

Eメール
FAX
ハガキ

〈素 案〉
～横浜市健康増進計画・歯科口腔保健推進計画・食育推進計画～

健 康 横 浜 21
第3期

令和５年 9月27日（水）～
10月27日（金）

皆様の御意見を
お寄せください

募集期間

パブリックコメント

第３期 健康横浜２１とは
横浜市民の最も大きな健康課題の一つである生活習慣病の予防を中心とした、総合的な健康づくりの指針です。
健康増進法に基づく「市町村健康増進計画」を軸に、関連する分野の計画として、横浜市歯科口腔保健の推進に関す
る条例に基づく「歯科口腔保健推進計画」、食育基本法に基づく「食育推進計画」の3つの計画を一体的に策定します。

「共に取り組む生涯を通じた健康づくり」
乳幼児期から高齢期まで継続した生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防や重症化予防、健康に望ましい行動を取りやすくする
環境づくりに、市民、関係機関・団体、行政が共に取り組むことにより、誰もが健やかな生活を送ることができる都市を目指します。

計画期間 令和６年度（2024年度） ～ 令和17年度（2035年度）の12年間

基本理念

料金受取人払郵便

差出有効期間
令和５年11月
15日まで

（郵便切手不要）

横浜港局
承認

9352

郵 便はがき

０ ０ ５

２ ３ １ ８ ７ ９ ０

横浜市中区本町６-50-10
横浜市健康福祉局健康推進課

健康横浜２１担当 行

回答されるあなたの情報を教えてください

□横浜市（ ）区　　□市外

□10代以下　 　□20代　 　□30代
□40代 □50代　 　□60代
□70代以上

住
所

年
代

資料１



定期的にがん検診を受ける

ライフステージ別の市民の行動目標 － 市民の皆様に取り組んでいただきたいこと －

取組領域

取組領域 取組テーマ

栄養・食生活

休養・こころ

暮らしの備え

歯・口腔

喫煙

飲酒

健康診査

がん検診

歯科健診

糖尿病等の疾患

食環境づくり

給食施設の栄養管理

受動喫煙防止対策

職場における健康づくり

しっかり噛んで食後は歯みがき

タバコの害を学ぶ・吸い始めない

飲酒のリスクを学ぶ・飲み始めない

早寝・早起き、ぐっすり睡眠

「口から食べる」を維持する

禁煙にチャレンジ

適度な飲酒量を知る・「飲み過ぎない」を心がける

日常の中で「こまめに」動く

定期的に「しっかり」運動する

睡眠の質を高める・ストレスに気付き、対処する

つながりを大切にする

自然災害等の「もしも」の健康リスクに備える

適正体重を維持する

定期的に歯のチェック

１日３食、栄養バランスよく食べる

運動

検査結果に応じた生活習慣の改善・早期受診・治療継続

１年に１回、健診を受ける

屋内で生じる「まさか」の事故を防ぐ

給食施設がその利用者を対象に、食事の提供を通して、健康の保持増進、疾病の予防、望ましい食習慣の形成を
行うことができる環境を整える

健康への関心の有無にかかわらず、誰もが栄養バランスのよい食事を選択できる食環境を、食品関連事業者等と連携し整える

あらゆる場において市民が受動喫煙をする機会を減らす

育ち・学びの世代 働き・子育て世代 稔りの世代

生活習慣の
改善に向けた取組

生活習慣病の
発症予防や

重症化予防の取組

市民の皆様の健康づくりを支えるために、行政が中心となって関係機関・団体の皆様とともに重点的に推進する取組

将来を見据えた健康づくりの強化

職場を通じた
健康づくり

女性の健康
づくり応援

青年期からの
意識啓発

健康を守る
暮らしの備え 食環境づくり 禁煙支援・

受動喫煙防止

健康状態の
見える化と

行動変容の促進
糖尿病等の
重症化予防

健康格差を
広げない取組

地域のつながりで
行う健康づくり

自然に健康になれる環境づくり デジタル技術等
の更なる活用 誰も取り残さない健康支援 地域人材の育成／

活動支援

～共に取り組む生涯を通じた健康づくり～健康寿命の
延伸

〈基本目標〉

健康経営に取り組む事業所を増やす
健康経営の取組により従業員の健康状態が改善したと感じる事業所を増やす

体を動かすことを楽しむ

健康に望ましい
行動を取りやすくする

環境づくり

新たに設定

健 康 横 浜 ２１第３期

取組テーマ 行動目標１ 

基本目標１ 

基本目標2 

行動目標2 

生涯を自分の歯で過ごし、健康を維持していくために「生涯
を通じて食事や会話ができる」を基本目標とし、それを実現
するため、歯科口腔保健にかかる健康行動の中から、２つの
行動目標を設定します。

むし歯・歯周病を予防する

 
口腔機能の健全な発育・発達・維持向上に努める

「『食』を通して健康と豊かな人間性を育み、活力ある横浜を
創る」を基本理念とし、それを実現するため、２つの基本目標
を設定します。

おいしく楽しい「食」や食環境づくりの
推進が、市民一人ひとりの生涯を通じ
た健康を支える（健康増進の視点）

食の多様性や横浜らしい食文化を継承し、食に関する持続
可能な環境を整える（社会・環境・食文化・食の安全の視点）

朝 昼 夜

歯科口腔保健の推進 （歯科口腔保健推進計画）

食育の推進 （食育推進計画）

－ 市民の皆様を取り巻く環境へのアプローチ －環境づくりの目標

第３期 健康横浜２１（素案）について
自由に御意見をお寄せください。

： 新規又は拡充



災害用備蓄食料を 
無償でお配りします︕ 

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や食品ロ
ス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。 

 
１ お配りする備蓄食料  

➀ 保存パン 1,300箱（26,000食）程度 
 
 
 

 
 
➁ 水缶詰 5,800箱（139,200本）程度  

 
 
 
 
 

③ おかゆ 2,700箱（54,000食）程度 
 
 
 
 
 

  ④ クラッカー500箱（35,000食）程度 
 
 
 
 
 
  ⑤ ビスケット 700箱（70,000食）程度 
 
 
 
 
 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓20食 
・ 賞味期限     ︓令和６年１月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  32cm×40cm×12cm／約２㎏ 

【参考】 
・ １箱当たりの本数:24本 
・ 賞味期限      :令和６年８月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  27cm×40cm×13cm／約 8 ㎏ 

 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓20食 
・ 賞味期限︓令和６年１月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  32cm×40cm×12cm／約５㎏ 
 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓70食 
・ 賞味期限︓令和６年１月または２月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  26cm×50cm×37cm／ 約７㎏ 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓100食 
・ 賞味期限︓令和６年８月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  24cm×39cm×28cm／約５㎏ 
 

※ 申込みは１種類のみとし、保存パン、水缶詰、おかゆは最大 25箱まで、 
クラッカー、ビスケットは最大 10箱まで申込可能です。 

市連会９月定例会説明資料 
令 和 ５ 年 ９ 月 1 2 日 
総 務 局 地 域 防 災 課 



横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 
※ 民間企業及び個人は対象外とさせていただきます。 
 

３ 申込み・申込結果について 

(1) 申込期間 
令和５年９月 25日（月）～令和５年 10月 15日（日） 

 
(2) 申込方法 

     『横浜市電子申請・届出サービス』によりお申込みをお願いします。下記の【URL】または【二次元コード】 
よりアクセスいただき、必要事項を入力のうえ、お申込みください。申込締切後、抽選結果を公表しますの
で、当選・落選の確認をお願いいたします。詳細は「（3）抽選結果の公表」をご確認ください。 
 

【URL】               【二次元コード】 
https://shinsei.city.yokoha
ma.lg.jp/cu/141003/ea/res
idents/procedures/apply/c
3b508f9-5079-4fa6-9c8d-
deae9bfa9c52/start 
 

【必ずご確認ください】 
申請完了後の画面に表示される８ケタの

「申込番号」は、申込みの抽選結果の確認に
必要となります。「申込番号」は後から確認が
できませんので、必ず控えていただきますよう
お願いいたします。（右の画面が表示されます） 

 
(３) 抽選結果の公表 
    抽選結果（配布する備蓄品の種類、数量、配布日時、場所の情報を含む。）については、 
   令和５年 10月 31日（火）午前９時頃、横浜市ウェブサイトにて公表いたします。 
    抽選結果の確認には、申込が完了した際に表示される「申込番号」が必要となりますので、 

必ず控えていただきますようお願いいたします。 
    ウェブサイトには、以下の【URL】または【二次元コード】よりアクセスできます。 

【URL】                                                                            
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-
bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html 

２ 配布対象 

【二次元コード】 

サンプル 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c3b508f9-5079-4fa6-9c8d-deae9bfa9c52/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c3b508f9-5079-4fa6-9c8d-deae9bfa9c52/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c3b508f9-5079-4fa6-9c8d-deae9bfa9c52/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c3b508f9-5079-4fa6-9c8d-deae9bfa9c52/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c3b508f9-5079-4fa6-9c8d-deae9bfa9c52/start
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html


(４) 注意事項 
ア 申込みは１種類のみとし、保存パン、水缶詰、おかゆは最大 25箱まで、 
クラッカー、ビスケットは最大 10箱までとします。 

イ 申込みは１団体につき１回のみとし、２回目以降は無効とします。 
ウ 備蓄品の配送は行っていませんので、引渡場所までお越しいただきますようお願い致します。 
エ 配布した備蓄食料は、絶対に転売しないでください。 
オ 賞味期限内に食べきり、期限が過ぎたものは処分をお願いします。 
カ 備蓄食料の引渡後発生したごみ等については、申込いただいた各団体様で処分をお願いいたします。 

 

配布場所は、申込団体の所在地によってあらかじめ決まっておりますので、ご留意ください。 
各配布場所の地図につきましては、本市ウェブサイト※に掲載しています。 
※前項「(３) 抽選結果の公表」に掲載した【URL】または【二次元コード】よりアクセスできます。 

   
 

５ 問合せ先 
  横浜市総務局地域防災課 
  〒231-0005横浜市中区本町６-50-10   （電話）045-671-2011 

団体の所在地 配布場所 住所

鶴見区
神奈川区
西区 西区中央方面別備蓄庫 横浜市西区中央1-18
中区
南区
港南区

保土ケ谷区
保土ケ谷土木事務所
神戸町資材置場

横浜市保土ケ谷区神戸町198-5

旭区
磯子区
金沢区
港北区 港北区役所 横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区 緑区役所 横浜市緑区寺山町118
青葉区 青葉区役所 横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区 都筑区役所 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
戸塚区 戸塚区役所 横浜市戸塚区戸塚町16-17
栄区 栄区役所 横浜市栄区桂町303-19
泉区 泉区役所 横浜市泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区 瀬谷区役所 横浜市瀬谷区二ツ橋町190

入船方面別備蓄庫 横浜市鶴見区弁天町3-1

南部方面備蓄庫 横浜市金沢区富岡東2-2-10

横浜市金沢区富岡東2-2-10南部方面備蓄庫

４ 備蓄食料の配布場所 



 

 

 

自治会町内会活動のデジタル化を支援します！ 
出張講座＆相談会＆アドバイザー派遣 追加募集のご案内 

【募集期間：令和５年９月 19 日（火）～令和６年１月 12 日（金）】 

 

まずは、みんなでスマホの使い方を習ってみたい！ 

スマホって本当に便利なの？ 

音声入力って簡単？ 

メッセージはどうやって送るの？ 

自治会町内会でのデジタル化について学びたい、スキルアップしたい！ 

自治会の資料を共有する方法を見直したい 

お祭りや防災訓練など広報活動にデジタル機器は使える？ 

 

 

 

 

自治会・町内会でのデジタル機器の活用について、 

 

新しく購入するのに、どんな機材が役に立つ？ 

自治会・町内会へのデジタル化導入は、まずは何から始めるのがいい？ 

自分たちの課題解決にデジタル機器は役立つの？ 

                                        

 

 

 

自治会・町内会活動のデジタル化について、 
 

自治会・町内会のホームページを作成したいけど、自分たちでできるもの？ 

紙で管理している資料を、データ化するにはどうしたらいい？ 
                      

 

 

 

 

 

個別に専門家のアドバイスが欲しい！ 

継続的にサポートして欲しい！ 

そんな自治会・町内会の皆さんは、まずは地域振興課にご連絡を！ 

《出張講座》 

《相談会》 

《アドバイザー派遣》 

 

磯子区連合町内会長会資料 

令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日 

磯 子 区 地 域 振 興 課 

裏面あり 

そんな自治会・町内会の皆さんは、まずは地域振興課にご連絡を！ 

そんな自治会・町内会の皆さんは、まずは地域振興課にご連絡を！ 



 

 

～自治会町内会活動デジタル化支援事業 概要～ 

 

（１）申込対象 

磯子区内の自治会町内会または地区連合町内会 

（２）開催日程・場所 

自治会町内会等が開催を希望する日程・場所（夜間、土日祝も可。） 

（３）開催回数・時間 

出張講座：１団体あたり原則１回又は２回、開催時間は２時間程度 

相談会：１団体あたり１回、開催時間は１回あたり１時間程度 

 

（１）申込み対象 

磯子区内の自治会町内会又は地区連合町内会 

自治会町内会に所属する団体（子ども会、老人クラブ等） 

（２）派遣時期・場所 

自治会町内会等が派遣を希望する日程・場所（夜間、土日祝も可。） 

（３）派遣回数・時間 

事前ヒアリングを含め、２回～４回 

派遣時間は１回あたり１時間～２時間程度 

 

～問合せ先～ 

詳細や申込方法については、下記連絡先までお問い合わせください。 

地域振興課地域活動係  金澤・中谷 

電話：７５０－２３９１  メール：is-chishin@city.yokohama.jp 

（磯子区ＨＰにも詳細を掲載しています） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi 

/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichichou/ict.html 

《出張講座・相談会》 

《アドバイザー派遣》 

 ご要望に合わせてメニューをご提案しますので、 

まずは地域振興課にご連絡ください！ 

 



 

 

 

 

 

令和５年度コスモスミーティング実施報告について 

 

 

今年度も昨年度に引き続き各地区においてコスモスミーティングを開催していただ

き、ありがとうございました。自治会町内会ほか地域で活動する委嘱委員の方など全９

地区で延べ 258 人の方に御参加いただき、それぞれのテーマに沿って、地域の課題解

決に取り組んでいる様々な事例の紹介や、各自治会町内会で懸案になっている問題など

についての活発な意見交換が行われました。 

 各地区の意見交換の概要と、当日ご回答いただいたアンケートの結果についてご報告 

します。 

 

１ 実施日時等 
                     

地区名 実施日時 参加人数 テーマ 

根岸 ６/22(木) 26 人 各自治会町内会で抱える問題点について 

滝頭 ７/13(木) 38 人 
障がいのある方、外国にルーツを持つ方とのつながりについ

て 

岡村 ７/５ (水 ) 41 人 こどもの居場所 

磯子 ７/24(月) 18 人 防災、ごみ問題 

汐見台 ６/24(土) 33 人 高齢化による自治会活動の弊害について 

屏風ヶ浦 ７/18(火) 21 人 
自治会町内会の労力軽減や担い手確保のため、行政と自治会

町内会が行っている取組工夫や課題について 

杉田 ６/28(水) 25 人 
区制 100 周年に向けて 杉田地区の過去・現在・未来への

取組～杉田地区の魅力再発見～ 

上笹下 ６/17(土) 26 人 子どもの成長 地域でできること 

洋光台 ７/27(木) 30 人 自治会町内会への加入促進への取組みについて 

参加人数：区役所職員を含みません 

 

 

 

 

  

コスモスミーティングは、自治会町内会や各種団体の皆様が地域課題を共有し、課題解

決のための意見交換や先進的な取組事例の紹介を行うもので、地区連合町内会ごとに平

成 23 年度から開催していただいており、今年度で 12 回目となりました。 

 

磯 子 区 連 合 町 内 会 長 会 資 料 
令 和 ５ 年 9 月 1 9 日 
磯 子 区 地 域 振 興 課 



 

２ 各地区の様子 

 

  

   

 

根岸地区では、日頃、各自治会町内会や団体、学

校、施設等で抱える問題点について、それぞれの状

況や対応策などを意見交換しました。 

出された問題点としては、防災用品の備蓄庫が不

足している、自治会や子供会の役員のなり手がいな

い、高齢者の増加に伴う民生委員の負担増、駐輪場

の不足、住宅の建替に伴うゴミ置場の確保問題など

多岐にわたりました。それぞれが抱える悩みや解決

方法、対応策の紹介があり、活発な議論が行われま

した。 

 

 

 

滝頭地区では、スイッチ ON 磯子滝頭地区推進会

議との合同で開催されました。まず、障がいの当事

者のご家族及び学校現場からの報告があり、その

後、４グループに分かれて意見交換を行いました。 

グループ発表では、「理解しようという関わりが出

てきている」「近所の方からの声掛けが大事」「小さ

いグループでの話し合いの機会を持ったらよい」「健

民祭で障害者の方の優先席を作っている」「外国の方

のため災害時の対応に関しチラシに振り仮名を振っ

てわかるようにする」などの意見が出されました。 

 

 

 

 

岡村地区では、こどもの居場所づくりのための方策

や行事等の検討などについて話し合いました。既に活

動している泉谷の「マグネット」の活動状況及び西部

第一自治会館の新たな居場所への取組説明の後、３グ

ループに分かれて意見交換を行いました。 

グループ発表では、「子どもたちの興味のある行事等

を行うには？」「子どもがやってみたいことを聞く仕組

みづくり」「親子を一緒にターゲットにした行事を」「公

共施設がない」ぶん、「公園を活用した事業」「暗渠通路

の活用に向けてみんなで考えて」等の意見が出ました。 

  

岡村地区 テーマ 「こどもの居場所」 

根岸地区 テーマ 「各自治会町内会で抱える問題点について」 

滝頭地区 テーマ 「障がいのある方、外国にルーツを持つ方との 

つながりについて」 

 
 

 



 

 

 

 

 

磯子地区では、まず「防災」について、区役所の説

明及び山手町内会の安否確認訓練を中心とした取組の

発表が行われました。山手町内会の発表では、訓練の

成果として、近所同士で助け合うことの大切さを皆に

理解していただいたとの話がありました。意見交換で

は、要援護者名簿の取扱いや活用方法などについて、

様々な質問や意見が出されました。 

また、「ごみ問題」では、ごみ集積場所の確保の苦労

や収集方法について意見交換が行われました。「ごみ問

題」については、来年も引き続き話し合う予定です。 

 

 

 

 

 

汐見台地区では、テーマに関する区役所の取組の説

明の後、３グループに分かれてグループミーティング

を行いました。 

グループ発表では、「会長や会計など役員の負担が

大変だ」「役員を頼むと自治会を辞めてしまうなど後

継役員のなり手がいない」「小規模自治会では独自の

活動がしにくい」「自治会の規模の拡大には連合の支

援が必要」「補助金の申請手続きを簡略化できない

か」「防災に関して若い人と高齢者のつながりが必

要」など様々な課題が出されました。 

 

 

 

 

 

屏風ヶ浦地区では、テーマに対する区役所の取組事例

の紹介の後、２つのグループに分かれ、各自治会町内会

での取組み状況や活動の工夫についての紹介と意見交

換を行いました。 

グループ発表では、「町内会の運営を、担い手がいな

いのでどう進めたらいいかなかなか難しい」「市区にい

ろいろ問合せをしようとするときに、どこの窓口に話し

たらいいか分からない」「自治会活動を、もうちょっと

結びつきを強めるようにしていきたい」などの報告があ

りました。 

磯子地区 テーマ 「防災、ごみ問題」 

屏風ヶ浦地区 テーマ 「自治会町内会の労力軽減や担い手確保のため、行政と

自治会町内会が行っている取組工夫や課題について」 

汐見台地区 テーマ 「高齢化による自治会活動の弊害について」 



 

杉田地区では、最初に、杉田地区の歴史について、

杉田北部自治会の小井田会長から話をいただき、そ

の後、４グループでグループワークを行いました。 

グループ発表では、「これから残したいものは、梅、

祭り後継者」「今後、買物支援が必要になってくる」

「富士山が見える場所が何か所かある」「木を植える

ような場所があったらできるだけ梅を植える」「物価

も安いし商店街も近く、自然も多い」「冊子やマップ、

看板設置などで魅力を PR すべき」などの意見が出

されました。 

  

 

 

 

上笹下地区では、上記のテーマに関し、地域で行

っている活動、地域で感じる子どもを巡る課題など

について３つのグループで意見交換を行いました。 

意見交換では、「子どもたちが安心して集まれる場

所が身近にあったらいい」「父親、母親が話ができる

場があればいい」「老人会が公園を手入れしたら小学

生がたくさん来た」「大人が「よく来たね」など声を

かけることも必要」「子供会の役員になりたくないか

ら子供会に入らないという家庭が増えている」など

の意見が出されました。 

 

 

 

 

洋光台地区では、加入促進への取組みについて、自

治会町内会長等９名の方から発表がありました。 

発表では、住民同士の交流や顔の見える関係ができ

る、防災の知識が身につくといったメリットをアピー

ルしたり、祭りに中学生ボランティアに参加してもら

う、役員に女性を活用するといった活性化に向けた工

夫の一方、役員の負担感や担い手不足、高齢化や外国

籍住民の増加に伴うゴミ収集の問題、加入率の低下や

会費の徴収方法の工夫の検討など、様々な課題も出さ

れました。 

 

 

洋光台地区 テーマ 「自治会町内会への加入促進への取組みについて」 

上笹下地区 テーマ 「子どもの成長 地域でできること」 

杉田地区 テーマ 「区制 100 周年に向けて 杉田地区の過去・現在・未来 

への取組～杉田地区の魅力再発見～」 

 



３ アンケート結果 

 

  参加者 258 人、回答者計 211 人、回答率 81.8％  

 

質問１ 所属を教えてください。 

 ①自治会町内会 151 人、②学校、公共施設など 14 人、③委嘱委員ほか 44 人、未回答 2 人 

 

質問２ コスモスミーティングは、自治会町内会を中心とした地域で活動する様々な団体や人々が地域

課題を共有し、地域の皆さまが課題解決のための意見交換などを行うことを目的としています。本

日のコスモスミーティングでは、地域課題解決につながる議論ができたと思いますか。また、その

理由も教えて下さい。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【理由 ※抜粋】（丸数字；回答した選択肢） 

① できた 

・各自治会・町内会の問題点を知る事が出来ました。解決出来なくても問題提起が重要である。 

・皆さんの色々な経験が聞く事ができて勉強になりました。 

・私自身が沢山触発を受けました。できる事は小さいかもしれませんが、そこから取り組んでいかれたら

いいなと思います。 

② どちらかと言えばできた 

・他の自治会の活動の様子や話を聞くことができて、よかったです。自治会のかかえる問題、同じような

状況だとわかってよかった 

・議論は出来ましたが、どの様に今後に反映するかが問題であると思います。 

・子どもの成長、安心、安全をとても大切に考えているということがひしひしと伝わってきたから 

・現場にしか分からない、今後の地域の未来がかかった課題の認識をすることができました。 

③ あまりできなかった 

・時間が不足。何か別の機会が必要。 

・課題のみの発言が多く、解決に向けての発言が少なく議論がなされなかった。 

④ できなかった 

・時間が足らないので、表面上の議論に終止した。

① できた 49 人 （23.2％） 

② どちらかと言えばできた 103 人 （48.8％） 

③ あまりできなかった 43 人 （20.4％） 

④ できなかった 10 人 （4.7％） 

○ 未回答 6 人 （2.8％） 



質問３ 今後、地域で話し合いたい内容はありますか。(3 つまで) 

※選択項目：高齢化・防災・防犯・子育て・ごみ・地域の活性化・地域の担い手づくり・地域の

つながりづくり（孤立予防）・空き家・まちづくり・交通・インターネットやパソ

コンの活用・その他 

 

【地区別上位 5 項目】

 

 

 

質問４ その他、本日の感想や今後開催していくうえでの改善点がありましたら、自由にご記入くださ 

い。【抜粋】 

 

・いろいろな問題点が出た様に思う。出席者が各町にもちかえってもう少し掘り下げる事が出来ればと

思う。 

・グループわけで話し合い出来た事よかったと思います 

・もっと時間がほしい！自治会単位で集って掘下げた方が良いのでは？と思いました。 

・良かった。議論しつづける事が大切だと思います。 

・短時間で課題解決は無理！同じテーマで毎回３～４回は話し合うようにしないと。 

・いろいろな声、生の声がきこえておもしろかった。これが地域づくりになるんですね。 

・いろいろな立場の人が意見交換するのは大切だと感じました。 

・それぞれの町内の様子がわかって参考になった 

 



「公金受取口座」及び「健康保険証」情報の
確認方法



「マイナポータル」という国が運用する専用アプリを利用して確認します。

①パソコンで確認する方法

パソコンで確認するには、「ICカードリーダライタ」等を別途購入する必要がありますので、今回は説明を割愛します。

②スマートフォンで確認する方法

マイナンバーカード読み取り機能付きの対応スマートフォンが必要です。

②-1 マイナポータルアプリをインストール

②-2  マイナポータルアプリを起動

②-3 マイナンバーカード受取時に設定した数字４桁の暗証番号を入力し、

マイナンバーカードを読み取って、マイナポータルアプリにログイン

②-4  マイナポータルの利用者登録

→ 別紙１－１～１－７参照

②-5 注目の情報から「公金受取口座」及び「健康保険証」情報を確認

→ 別紙２参照

1



■「アプリを起動」 ※iPhoneの場合の画面で説明しますが、Androidでも基本的に同じ画面です。
別紙１ー１

１ マイナポータルアプリを起動する 【1/７ステップ】

スマートフォン（iPhoneなど）のホーム画面からマイナポータルアプリを起動して画面を表示し、「登録・ログイン」ボタンを押します。

2

利用者登録は、
７ステップで完了！



■ 「マイナンバーカード認証」

２ マイナンバーカードを読み取る 【２/７ステップ】

パスワード入力画面が表示されます。マイナンバーカードに設定されているパスワードを半角数字４桁で入力し、「次へ」ボタンを

押します。 マイナンバーカードを読み取る旨が表示されたら、スマートフォン（iPhoneなど）をカードの上に置き、「読み取り開始」

ボタンを押します。

3

別紙１ー２



■ 「マイナンバーカード認証」

３ マイナンバーカードの読み取り完了 【３/７ステップ】

マイナンバーカードをセットしたまま、しばらく待ちます。

認証成功の確認メッセージが表示されたら、マイナンバーカードを取り外します。

4

別紙１ー３



■ 「利用者登録」（初回のみ必要な作業です）

４ 利用者登録をはじめる 【４/７ステップ】

ログインが成功した場合は、利用者登録をはじめます。

「登録をはじめる」ボタンを押します。

5

別紙１ー４



■ 「利用者登録」（初回のみ必要な作業です）

５ 利用者登録情報を入力する 【５/７ステップ】

利用者情報の登録画面（メールアドレスの登録）が表示されます。

メールアドレスの登録は任意となりますので、ここでは登録しない場合を説明します。

メール通知設定について「希望しない」を選択し、利用規約等に同意した上で、次へ進むボタンを押します。

6

別紙１ー５



■ 「利用者登録」（メールアドレスを登録する場合）

7

５－１ 利用者登録を入力する

利用者登録（メールアドレスの入力）が表示されます。

メール通知設定について「メール通知を希望する」を選択の上、メールアドレスを入力し、

利用規約等に同意した上で、「確認コードを送信ボタン」を押します。

※利用者登録の情報は登録後、修正できます。

【参考】

５-2 確認コードを入力する

設定したメールアドレスに送られた確認コードを入力します。

半角数字６桁を入力し、「次へ」ボタンを押します。



■ 「利用者登録」（初回のみ必要な作業です）

６ 利用登録内容の確認 【６/７ステップ】

入力した利用登録内容を確認の上、「登録」ボタンを押します。

8

別紙１ー６



■ 「利用者登録」

７ 利用者登録の完了 【７/７ステップ】

利用登録が完了しました。

引き続き、マイナポータルを利用する場合は、「はじめる」ボタンを押します。

9

別紙１ー７



■「公金受取口座」及び「健康保険証」情報の確認方法（スマートフォン）

① マイナポータルにログイン後、トップページの「登録

状況の確認」の「確認」ボタンを押してください。

別紙２

② 「公金受取口座」と「健康保険証」の状況を確認し

ます。

10

健康保険証情報は、
「健康保険証」を
押してください。

公金受取口座は、
「公金受取口座」を

押してください。



■参考情報

○マイナポータルについて ○マイナポータル対応スマートフォン ○マイナポータル操作マニュアル

○マイナポータルにおける事前準備 ○マイナポータルアプリのインストール

（iPhoneの場合） (Androidの場合） （iPhoneの場合） (Androidの場合）

11



             磯子区連合町内会長会資料  

令和５年９月 19日  

自治会町内会長 様 
 

磯子区福祉保健課長  
 

令和５年度「磯子区社会福祉大会」「スイッチＯＮ磯子講演会」 

の開催について（依頼） 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
日頃から、地域福祉保健の推進にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、令和５年度磯子区地域福祉保健計画（スイッチＯＮ磯子）講演会を次のとおり開催い

たします。活動を実施している皆様にご周知していただき、ぜひご参加くださいますようお願

い申し上げます。 

また、第１部として磯子区内の社会福祉の推進に特に功績のあった個人または団体を表彰す

る「磯子区社会福祉大会」を開催いたしますので、併せてご参加いただければと存じます。 
 なお、民生委員児童委員協議会及び地区別スイッチＯＮ磯子推進組織には、別途お知らせい

たします。 

 

１ 日時 

令和５年 10月 24日（火） 午後１時 30分～４時 00分（午後１時開場） 

第１部：午後１時 30分～２時 10分 「磯子区社会福祉大会」  

第２部：午後２時 30分～４時 00分 「スイッチＯＮ磯子講演会」 

 

２ 会場 

磯子公会堂ホール（講堂） 

 

３ 実施内容 

（１）第１部：磯子区社会福祉大会 

（２）第２部：スイッチＯＮ磯子講演会 

講演テーマ：知る。～身近な障害のある人の暮らし～ 

講師：西尾 敦史 氏（愛知東邦大学教授） 

   久保 雅美 氏（(一社)IKKA 代表） 

講演内容：障害のある方は、皆さんの身近で、暮らしています。まずは「知る」。 

障害者の人生史をテーマに、講演します。 

 

４ 対象者 

  スイッチＯＮ磯子、講演テーマに興味をお持ちの方 

 

５ 添付資料 

  講演会チラシ 

 

 

                  【担当】磯子区福祉保健課 事業企画担当 

                      朝日・尾形・小島 

                      ＴＥＬ：７５０－２４４２ 

                      e-mail：is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp 



令和

５年度
磯子区社会福祉大会

スイッチＯＮ磯子講演会

日時 10月24日(火) 13時30分～16時00分

場所 磯子公会堂 （磯子区磯子3-1-5 磯子区総合庁舎内）

※１ ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください

※２ 親子室もございます。お子様と一緒にご参加いただけます

知る。～身近な障害のある人の暮らし～

磯子区社会福祉協議会福祉功労者表彰

第1部

13時30分～14時10分

磯子区内において社会福祉の
増進に特に功績のあった
個人または団体を表彰し、

感謝の意を表します。

磯子区社会福祉大会

第２部

14時30分～16時00分

スイッチＯＮ磯子講演会

知る。～身近な障害のある人の暮らし～

西尾 敦史 氏（愛知東邦大学教授）

障害者施設自主製品販売 ＠区民ホール

フードドライブ ＠公会堂入口

同日開催
13時00分～16時00分

久保 雅美 氏（(一社)IKKA 代表）

無料
申込
不要

１部と２部の間に
ISOGO体操
を実施します

梅さんと一緒に体を
動かしましょう お問合せ

社会福祉大会について

（福）横浜市磯子区社会福祉協議会
電話：045-751-0739
FAX：045-751-8608

講演会について

磯子区福祉保健課事業企画担当
電話：045-750-2442
FAX：045-750-2547

講師 ※プロフィールは裏面

※詳細は裏面

(13時00分 開場)



ご寄付いただきたい食品

★穀類（お米、麺類、小麦等） ★乾物（のり等）
★保存食（缶詰・瓶詰等） ★調味料各種 ★食用油

★飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）
★ギフトパック（お歳暮、お中元等）

★インスタント食品、レトルト食品など

ご寄付の条件

①賞味期限が明記され、かつ2か月以上あるもの
②常温で保存可能なもの

③未開封であるもの
④破損していないもの、中身がでていないもの

⑤お米は古くないもの

障害者施設
自主製品販売とは

通称、コスモスショップ。
区内の障害者施設の自主製品

を販売しています。
パン・お弁当・焼き菓子・手工芸
品・野菜など様々な製品を

販売しています。食べきれない食品の持ちより活動。
いわゆる「おすそわけ」です。
該当する食品がありましたら、
当日会場へお持ちください。

いただいた食品は、
生活に困窮している方や福祉関連施設、

各地区の「こども食堂」などに
責任を持ってお配りします。

皆さまのご協力を
お願いいたします。

フードドライブとは

毎月第３水曜日と

第３木曜日
の10時～15時

区役所１階区民ホール
にて、定期的に開催

しています。

会場案内

磯子公会堂
JR根岸線「磯子駅」徒歩５分 磯子区総合庁舎内

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

久保 雅美 氏
クボ マサミ

一般社団法人 IKKA代表
社会福祉士・ひふみ認定コーチ・
産業カウンセラー
2000年生まれのダウン症の
娘・2003年生まれの息子の母

西尾 敦史 氏
ニシオ アツシ

愛知東邦大学 人間健康学部教授
専門は地域福祉・地域防災
第１期磯子区地域福祉保健計画
策定委員長
第４期磯子区地域福祉保健計画
オブザーバー

第２部講演会講師プロフィール

障害のある方は、皆さんの身近で、暮らしています。
まずは「知る」。
障害者の人生史をテーマに、講演します。



 

                               磯子区連合町内会長会資料 

                               令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日  

自治会町内会長 様 

                                 磯 子 区 総 務 課 長  

                                  磯 子 区 福 祉 保 健 課 長 

                                  磯子区高齢・障害支援課長  

 

地震対策・啓発グッズ等の配付について（依頼） 

 

１ 趣旨 

  地震対策・啓発グッズ等（①災害時安否確認バンダナ、②区民生活・震災時防災マップ、③地震対策防災シ

ート（説明用）、④地震対策防災シート（保管用）、⑤地震対策啓発ウェットティッシュ（以下「地震対策啓

発グッズ」という。）について、希望する自治会町内会に配付します（※）。自治会町内会におかれましては、

災害時要援護者や必要と思われる方への配布・説明等で、ご活用をお願いいたします。 

 ※昨年度までにお配りしているものと同じです。 

 

２ 地震対策・啓発グッズの使い方 

（１）災害時安否確認バンダナ 

   大地震などの災害発生時に、地域の方々が安否確認をスムーズに行うためのバンダナです。配布の際は、

ご自身やご家族の無事を確認後、自宅玄関やベランダ・物干しなど、外から見えやすい場所にバンダナを結

んでいただくようご案内ください。 

 

（２）地震対策防災シート（説明用・保管用） 

   災害時要援護者への訪問の際に使用する場合は、地震対策防災シート（説明用）で地震に備えて必要な準

備についてご説明いただき、地震対策防災シート（保管用）に避難場所、連絡手段、非常持ち出し品等、発

災時に必要となる情報を記入の上、災害時安否確認バンダナと一緒に保管するようご案内ください。また、

常に最新の情報に更新するよう併せてご案内ください。 

   適宜、必要と思われる方がいらっしゃいましたら、お配りくださいますようお願いいたします。 

 

３ 配付方法 

事前に各グッズの必要数を下記連絡先宛てにご連絡のうえ、平日８時45分から17時00分までの時間帯で、区

役所福祉保健課（４階42番窓口）まで取りに来ていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

①災害時安否確認バンダナ ②区民生活・震災時防災マップ 
③地震対策防災シート（説明用）④地震対策防災シート（保管用） 
⑤地震対策啓発ウェットティッシュ 

 
①②について 

総務課危機管理・地域防災担当 黒川、魚住

電話：750－2312 FAX：750－2530 

E-mail：is-bousai@city.yokohama.jp 

③④⑤について 

福祉保健課事業企画担当 朝日、別紙 

電話：750－2441 F A X：750－2547 

E-mail：is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp 

① 

④ ⑤ 

② 

③ 

mailto:is-bousai@city.yokohama.jp
mailto:is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp


磯子区連合町内会長会資料     

令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日  

 

自治会町内会長 様 

 

横浜マラソン組織委員会事務局次長  

 

 

「横浜マラソン 2023」開催に伴う交通規制のお知らせについて 

 

 

平素より、皆様には横浜マラソン開催に関し多大なるご尽力を賜り、改めて厚くお礼 

申し上げます。 

さて「横浜マラソン 2023」は 10 月 29 日（日）の開催に向けて、安全、安心な大会運営を

行うために準備を進めておりますが、実施にあたり、沿道周辺で交通規制を実施させていただ

く予定です。 

つきましては、交通規制チラシを作成いたしましたので、交通規制に関してのご理解・ 

ご協力と、自治会町内会掲示板への掲出に関してのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１ 交通規制日時（コース全般） 

令和５年 10 月 29 日（日）６時 30 分ごろから 15 時 30 分ごろまで  

 

２ 各所の交通規制時間 

別紙「横浜マラソン 2023 開催に伴う交通規制のお知らせ」チラシのとおり 

 

３ 交通規制に関する問い合わせ先 

    横浜マラソン交通規制コールセンター 電話番号 045-330-3051 

    受付時間 ①10/1～10/15  平日のみ 9:00～17:00 

         ②10/16～10/28  毎  日 9:00～17:00 

         ③10/29      大会当日 4:00～16:00 

 

 

 

 

 

 

担当 横浜マラソン組織委員会事務局 今井  

電話:226-5036   FAX:226-5037 

Email: imai@yokohamamarathon.jp 



首都高速規制時間

一般道規制時間

2023年10月29日（日）



磯子区連合町内会長会資料 

 令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日 

 

地区連合町内会長 様 

自治会町内会長  様 

 

 

 神奈川県横浜川崎治水事務所  

急傾斜地第一課長 戸田 浩司 

 

 

土砂災害特別警戒区域等の区域の見直しに関する現地調査の周知について(依頼) 

 

 

本県の県土整備行政の推進につきましては、日頃格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、県では土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を実施しており、磯子

内においては、平成 30 年９月 11 日付で指定の告示をしております。この区域は、おおむね

５年ごとに見直しを行うこととされており、磯子区内においては令和５年 10 月より、がけ

地の現地調査を予定しています。 

つきましては、本調査について区民に幅広く周知していただきたく、ご配慮くださるよう

お願いします。 
 

１． 周知内容：土砂災害警戒区域等の区域の見直しに関する現地調査について 

 

２． 周知範囲：磯子区管内 

 

３． 周知方法：掲示板 

 

４． 添付資料：掲示物（土砂災害に備えてがけ地を調査します） 

     パンフレット（土砂災害防止法） 

 

 

 

問合せ先           

工務部 急傾斜地第一課 吉田         

電話 045－411－2500（内線 3243) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯子区では、令和５年 10 月から調査を始

めます。住宅の裏のがけ地等、磯子区内及

び隣接区にまたがるがけ地約 300 箇所を

調査します。土地に立ち入ることがあり

ますのでご協力をお願いします。 
 

 

がけ地の高さや傾斜度（勾配）等を調査 

します。 

 

 
 

神奈川県横浜川崎治水事務所が委託した 

作業員が調査します。身分証明書を携帯 

し、腕章を付けています。 

 
神奈川県は、土砂災害防止法に基づき、おおむね５年ごとに土砂災害警戒区域等の指定

に必要な調査を実施します。横浜市内では、令和３年度までに土砂災害警戒区域等を指

定しましたが、地形が変わったり、新たに確認できたがけ地等について、今年から調査

をして区域を見直します。なお、調査結果は、令和６年度中に公表する予定です。 

土砂災害に備えて 

がけ地を調査します

土砂災害に備えて 

がけ地を調査します

がけ地の近くにお住いの皆様へ  

調査写真 

問合せ先  

 

 

横浜川崎治水事務所 

 

いつから･どこを調査するのですか？

誰が調査するのですか？

何を調査するのですか？

神奈川県横浜川崎治水事務所急傾斜地第一課 ☎045-411-2500(代表)

※調査中の立会については

必要ありません  



 

磯子区連合町内会長会資料 

 令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日 

自治会町内会長 様 

 
神奈川県共同募金会磯子区支会 
支会長  横田 秀昭 

 

共同募金運動（戸別募金）へのご協力について（依頼）  
 

初秋の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。  

共同募金運動につきましては、毎年多大なるご尽力を賜り深く感謝申し上げます。  

さて、本年度も１０月１日から、全国一斉に共同募金運動が展開されますが、磯子区

におきましても、例年通り実施いたしますのでご理解とご協力をいただきたくお願い申

しあげます。 

なお、詳細につきましては「赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただきたい

点」等をご確認ください。 
 
１ 運動趣旨   

別紙「令和５年度 共同募金の実施要領」をご参照ください。 
 

２ 募金用資材  
別紙「赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただきたい点」の「１送付資材」

のとおりお届けしますので、ご査収願います。 
 
３ 新型コロナウイルス感染症に伴う各種対応について 
・例年、募金納入は12月31日を目途にお願いしておりますが、今年度に関しても 

令和６年１月31日までに納入くださいますようお願い申し上げます。 
・感染拡大防止措置として募金運動を実施するか否かは、各自治会・町内会にてご 

判断をお願いいたします。実施しない場合はその旨をご連絡いただく必要はござ 
いません。 

 

４ そ の 他    

共同募金活動に対して質問があった際などに、寄付をされる方のご理解をいただくため、同封 

の「赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただきたい点」等の文書をぜひご活用ください。 

 
 

 

☆共同募金は皆様の善意の募金です。決して強制するものではありません。  
募金額については、寄付されるおひとりおひとりのご判断で結構です。  
みなさま方のあたたかいご協力をお願い申しあげます。 

 
☆募金は日本円のみ受付させていただきます。 
 
 
 
 
 

【担 当】磯子区社会福祉協議会 石塚 

                          電 話 751－0739  

ＦＡＸ 751－8608 

                           E-mail：info@isoshakyo.com 

 



 

 
赤い羽根共同募金運動 

実施に関してご注意いただきたい点 
例年、自治会町内会会長及び各班長の皆様には共同募金運動に多大なご尽力をいただき、誠

にありがとうございます。毎年いただく多額のご寄付は、区内および県内の社会福祉事業や、

震災・風水害等の被災地支援等に役立てられています。 

本年も例年同様、募金運動を実施いたしますが、皆様に自治会町内会内で運動を行っていた

だくにあたっての、募金資材・運動の手順などご注意いただきたい点を以下に記載いたしまし

た。お手数ですがご一読いただき、活動いただきますようお願い申し上げます。 

１ 送付資材 

  資材・書類等 数量 

１ 
赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただき

たい点(自治会町内会長向け資料)※本紙 
1部 

２ 
共同募金のとりまとめについてのお願い (班長向け

資料)   
調査報告数または前年同数(※1) 

３ 共同募金実施要領 １部 

４ 共同募金のお願い（班回覧用資料） 調査報告数または前年同数 

５ あかいはね（協力者向け資料） １部 

６ 
寄付済(領収)証 

[一般（赤い羽根）・年末たすけあい募金 兼用] 
調査報告数または前年同数(※1) 

７ 募金袋（封筒）[一般（赤い羽根）募金用] 調査報告数または前年同数(※1) 

８ 募金袋（封筒）[年末たすけあい募金用] 調査報告数または前年同数(※1) 

９ 郵便局 払込取扱票 [一般（赤い羽根）募金用] １枚 

10 郵便局 払込取扱票 [年末たすけあい募金用] １枚 

11 
「無料送金サービスの取扱いに関する申込みの審査

結果について」 
１枚 

12 ボランティア委嘱状 調査報告数または前年同数(※1) 

13 ポスター １枚 

14 赤い羽根 調査報告数または前年同数(※1) 

※１調査報告数は前年度ご提出いただいた調査票にご記入いただいた数です。 

ご提出がなかった自治会町内会については、昨年度と同数をお送りしています。 

※不足の資材がある場合は、事務局までご連絡ください。追加発送をさせていただきます。 

自治会町内会長向け資料 令和５年度版 



 

２ 運動スケジュール 

9月中旬～下旬 自治会町内会会長宅等区連会資料配送先へ資材送付 

10月 1日～12月 31日 赤い羽根共同募金運動実施期間 

12月 1日～12月 31日 年末たすけあい募金運動実施期間 

～令和６年１月 31日 募金送金締切 

 

３ 募金目安額（共同募金会磯子区支会設定額） 

共同募金は、配分を計画的に行うために、あらかじめ募金目安額の設定を行う募金です。今年

度の目安額は、神奈川県共同募金会磯子区支会の承認をいただき、以下のとおり設定をしていま

す。目安額を参考にご協力をいただきますようお願いいたします。 

自治会町内会加入世帯一世帯あたり  ２９０円（昨年同額） 

※上記金額以上の設定も可能です。 

※目安額ですので、実際の寄付金額の多寡は問いません。 

自治会町内会世帯数の考え方 令和４年 12月末日現在の自治会町内会加入世帯数 

 ※募金は任意であり、お示ししている金額はあくまでも目安額です。戸別世帯への募集に際 

しては、寄付をいただく方に強制的な印象を与えないよう、ご配慮をお願いします。 

 

４ 募金方法例 

募金方法決定については各自治会町内会にてお願いいたします。 

封筒募金 

（封筒を使った戸別募金） 

 

戸別世帯を訪問して寄付金を募る方法 

回覧板に封筒を挟み込んで回覧する方法 等 

※「５封筒を使った募金活動に関する留意事項」参照 

その他 あらかじめ自治会町内会費と一緒に募金分をお集めい

ただいている場合の募金 

 

５ 封筒を使った募金活動に関する留意事項 

  封筒を使って募金活動を行う自治会町内会は、以下の点にご留意いただきますよう、お願い

申し上げます。 

 

①必要に応じて「ボランティア委嘱状」を携帯してください。(資材注文された自治会町内会のみ) 

戸別訪問して寄付を募る場合は「ボランティア委嘱状」を携帯してください。募金ボランテ

ィアとして、神奈川県共同募金会から委嘱を受けていることの証明になります。委嘱状の氏名

欄は各自治会町内会でご担当者氏名をご記入ください。 

 

 



 

②寄付済(領収)証を発行してください。(資材注文された自治会町内会のみ) 

ご寄付いただいた方に寄付済(領収)証を発行してください。寄付者が希望されない場合は発

行しなくても構いません。なお、寄付済証には赤い羽根、年末たすけあいどちらの寄付金なの

かを〇で囲めるようになっておりますが、同時に集めた場合は〇囲みをする必要はございませ

ん。 

③寄付金額の指定は行わないでください。 

一世帯あたりの目安額をお示ししていますが、募金はあくまでも寄付者の任意ですので、寄

付を募る側から金額の指定を行うことはできません。もし、いくらくらいが良いかと寄付者か

ら尋ねられた場合は、目安額としてお答えいただいても構いません。 

④その他 

募金を集める際、寄付者名や寄付金額を名簿に記入いただくなどして他の方の目に触れてし

まうことがないようご配慮をお願いいたします。 

 

６ 募金納入方法 

  募金は各班の募金を自治会町内会ごとにお取りまとめいただき、同封の郵便局払込取扱票に

て納入いただきますよう、お願い致します。 

 

７ 10万円を超える現金の振込時の注意事項 

郵便局で 10万円を超える現金の送金を行う場合は、手続者の本人確認書の提示が求められる

場合があります。恐れ入りますがご準備をよろしくお願いいたします。 

   

   

※郵便局払込手数料について 

 

 同封した青色の払込用紙を必ずご使用ください。（手数料免除の口座になります。） 

 ゆうちょ銀行窓口での手続きに限り手数料が免除となります。 

 

 【免除となる手数料】 

① 硬貨取扱い手数料 ②現金での手続きに対する料金加算（110 円） ③送金手数料 

  

ＡＴＭご利用の場合は通常の手数料がかかりますのでご注意ください。 

 

※ゆうちょ銀行窓口でのお支払いの際は、念のため送付資材にございます「無料送金サービスの取

扱いに関する申込みの審査結果について」と書かれたゆうちょ銀行発行の通知書をお持ちいただき、

万が一窓口にて手数料負担を求められた場合にお見せいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 
 

Ｒ５年度 共同募金 PR大使 

チンパンジー「コウタロウ」 

（野毛山動物園） 



（令和５年度版） 

戸別募金をとりまとめていただく皆様へ（班長さま用資料）  

 
 

共同募金のとりまとめについてのお願い  

 

 日頃より共同募金運動にご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。  

 新型コロナウイルス感染症の影響下はありますが、今年もできる限り皆様のご協力をいただき、共

同募金運動を実施したいと存じます。 

 ご多忙の折、お手数をおかけし誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。  

 

 
 
 
 共同募金会では、例年「目標額（配分計画）」を定めております。  

 これは、県下に共同募金の配分金を大きな財源としている社会福祉施設・団体が数多くあること

によります。 

 

 戸別募金をとりまとめていただく皆様のご協力により集まった募金は、神奈川県共同募金会から、

それぞれの施設・団体、各区社会福祉協議会等へ配分されますが、多くの配分希望がある現状

では、そのすべてを満たすのはとても難しいことです。  

そこで、配分希望を調整し、その財源を確保するために、募金の配分（使途）を事前に計画し、

また、募金活動の指針として目標額を設定しています。 

そして、この目標額を達成するための募金の目安をお示しし、募金運動が進められています。  

 

 磯子区では、昨年の実績と神奈川県共同募金会の配分計画を踏まえ、磯子区支会委員会に

おいて、令和５年度の街頭募金、戸別募金、法人募金、その他の募金による磯子区の募金目標

額総額を、25,340,000円（一般募金、年末たすけあい募金の合計）とすることで予算のご承認をい

ただいております。 

今年度、各自治会・町内会の皆様にご協力をお願いする共同募金運動戸別募金については、

２月の磯子区連合町内会長会でご了承をいただき、昨年同様に、「一般（赤い羽根）募金」は１世

帯290円を一応の目安 (目標額 )とさせていただきました。（一般募金戸別募金  目標額15,963,050

円）。 

また、「年末たすけあい募金戸別募金」については、前年実績（合計 8,270,000円）を下回らな

い程度とさせていただいております。 

 

どうぞ、本趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため募金への協力を見送る場合は、各自治会・町

内会にてご判断いただければと存じます。その際は事務局へご連絡いただく必要はございません。  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

    お問い合わせ・連絡先  共同募金会磯子区支会事務局  

        （磯子区社会福祉協議会内）  

ｔｅ ｌ  ：  045-751-0739   

 

共同募金は皆様の善意の募金で、募金は決して強制ではありません。
募金額については、寄付をされる方のご判断でお願いします。  

http://www.akaihane.or.jp/content/imgs/cut/02-01.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｒ５年度 共同募金 PR 大使 
チンパンジー「コウタロウ」 

（野毛山動物園） 
 

 



～共同募金寄付金を財源とした活動の紹介～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
神奈川県共同募金会 磯子区支会 
（事務局：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会） 
〒２３５－００１６ 
横浜市磯子区磯子３－１―４１ 磯子センター5階 
電話：045-751-0739 ＦＡＸ：045-751-8608 
 

         高齢者支援 

高齢者向けサロン 

会食・配食サービス 

送迎サービス など 

 

 

～ボランティアの声～ 
ひとり暮らしの高齢者宅へお

弁当を届けた時にもらう「あり
がとう」の言葉は、この活動の支
えである共同募金をしてくれた
方たちへの「ありがとう」だと思
っています。 
 
 
 
 
 

子育て支援 

福祉施設の整備 

子育てサロン 

絵本の読み聞かせ など 

 

 

ボランティア支援 

ボランティア団体支援 

ボランティア育成講座 

福祉教育 など 

 

 

 

         災害時の支援 

        地域の防災活動 

        災害等準備金 

        災害義援金   など 

 

       

地域福祉の支援 

三世代交流イベント 

在日外国人の支援 

悩み事相談 など 

 

 

 

         障がい者支援 

福祉施設へ車両費助成 

障がい者作業所支援 

障がい児の余暇活動 など 

 

 

～サロン運営者の声～ 
閉じこもりがちな母子の憩い

の場所を、共同募金の財源をい
ただき運営しています。子ども
たちの笑顔が溢れる場となっ
ています。 

 

～災害ボランティアセンター 
スタッフの声～ 

被災地に集まったボランテ
ィアたちが、状況に応じた活動
ができるよう迅速に対応でき
る資金があったことに感謝し
ています。 
 

～ボランティアの声～ 
誰もが気軽に話ができるよ

う相談電話を開設しています。
無償で行っているので共同募
金が活動の大きな支えです。 

～ボランティアの声～ 
趣味もなく定年後の生き方

に悩んでいた時、ボランティア
講座に参加しました。これがき
っかけで、今では週３回、高齢
者の施設でボランティアをし
ています。 

 

 

じぶんの町を良くするしくみ 

共同募金は、身近な地域の福祉活動を支えています。 

～リハビリ教室の利用者の声～ 
脳梗塞で体の自由がきかなく

なり、最初は落ち込んでいまし
たが、このリハビリ教室に出会
い、生きがいを見つけました。
大切な場所です。 
 

2023年 

共同募金 PR大使 

チンパンジー 

「コウタロウ」 

“ミドリン・ムラリ

ン” 



自治会・町内会の役員の皆さまへ 

 

 
 

 

 

 

共同募金運動にご協力いただき、ありがとうございます。 

共同募金と言えば、駅や商店街等で募金を行うイメージ 

がありますが、実は横浜市内の募金額の約９割は、皆さま 

の活動によって集められる各ご家庭からの募金です。 

 

しかし、これから皆さまが募金のお願いをしていただく 

時に、「目安額って？」「強制なの？」「何のために？」 

そんな言葉に、困ってしまうことがあるかもしれません。 

このような時にご活用いただければと、募金の目的や 

使い途など、地域の皆さまからお寄せいただくことが多い 

ご質問をＱ＆Ａでまとめました。 

 

共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」として、 

ひとりひとりの小さな力が、地域の福祉活動を支える 

大きな力となっています。 

今年もご協力のほど、どうぞよろしくお願いします。 

令和４年９月吉日 

共同募金会横浜市支会 １８区支会 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教えて！赤い羽根共同募金Ｑ＆Ａ 
共同募金会に多くお寄せいただくご質問をＱ&Ａでまとめました。 

赤い羽根の共同募金は、「町の人のやさしい気持ち」を集める活

動です。社会福祉法で定められ、認められている募金活動で、昭和

２２年に市民が主体の取り組みとしてスタートしました。当初は

戦後復興の一助として福祉施設を中心に資金支援活動を行ってき

ましたが、現在では、皆さまのお住まいのすぐ近くの地域の中で、

様々な福祉活動に役立てられています。 

 

大規模な災害が起こった場合に備えて、全国の都道府県共同募金

会では、募金額の一部を積み立てています。東日本大震災では、東

北地方の被災地を中心に、１５０か所の災害ボランティアセンター

等へ約８億８千万を助成し、支援活動に使われました。 

横浜市内でも、各区から災害ボランティアバスが被災地へ応援に

駆けつけました。 

 また、台風被害など県内で発生した災害の支援活動に使われました。 

共同募金は、高齢者サロンや、子育て支援などの草の根のボラン

ティア活動から、障害者地域作業所などの社会福祉施設の改修ま

で、様々な民間の地域福祉活動を支援しています。裏面も参考にし

てください。 

 

共同募金ってなに？ 集めたお金は何に使われるの？ 

？ 

被災地支援にも役立っているの？ 

？ 

具体的に、どんな活動に使われているの？ 

？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤い羽根の共同募金は、皆さまからの貴重な寄付をやみくもに

集めるのではなく、まずは、何に使う必要があるのか「計画」を決

めてから集めるしくみです。必要な金額から算出されたものを「目

安額」としてご案内しています。もっとも、ご寄付は自由意思に基

づくものなので、目安額はあくまでも目安にすぎません。 

 

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付

に対する『優遇措置の対象団体』になっています。個人からのご

寄付は所得税の所得控除または税額控除、法人からのご寄付は、

法人税の全額損金算入扱いになります。詳細については、お問い

合わせください。 

 

令和３年度の募金総額は約３億６千万円です。年々募金額は減

少傾向にありますが、毎年市民の皆さまに多大なご協力をいただ

いています。横浜市内への助成額は、約４億円となり、ボランテ

ィア団体や各区社協など、さまざまな福祉団体へ配分されまし

た。 

 

横浜市内で集まった募金は、いったん神奈川県共同募金会に集約

されます。神奈川県共同募金会には、助成先を決定する「配分委員

会」が設置され、自治会町内会連合会長など、地域のさまざまな立

場の代表者が委員となり、市民が参加する形で助成先が決められて

います。 

なんで目安額があるの？〇〇円っていわれたけど？ 

？ 

寄付金控除が受けられるの？ 

？ 

横浜市の募金額はどれくらいなの？ 

？ 

募金の使い方って、誰が決めているの？ 

？ 

その他、ご不明な点は各区支会へお気軽にお問合せください。 



 令和５年度 共同募金の実施要領 
 

■共同募金とは〈一般募金（赤い羽根募金）と年末たすけあい募金の総称です〉 

 

Ⅰ 趣 旨 
 
共同募金運動は、地域での福祉課題の解決を民間で図り、福祉施設、地域作業所、NPO法人、ボ

ランティア団体など、地域での諸活動が円滑に推進されるよう、ご支援くださる皆様のひとり一人

のこころをつなぐ運動です。皆様から寄せられた、共同募金運動の結晶としての寄付金は、地域に

還元するなど、地域の福祉活動の潤滑油として機能を発揮することになります。 

民間の地域での福祉活動の形態はさまざまで、各団体が創意工夫のもとに活動を行っています。

共同募金運動は、地域の皆様のご理解とご協力を得て、これらの地域福祉活動の一部を支えていこ

うという目的をもって計画的に実施されています。また、共同募金運動は、人々が共に生きる地域

の一員として、お互いに相手の気持ちを大切にしあう“たすけあい”のこころを育み、発揮すると

いう役割も担っています。 

募金の実施につきましては、自治会･町内会をはじめ、磯子区支会を構成する皆様方からのご意

見をいただき、運動に活かしていきます。 

 

１ 共同募金の特質 

共同募金は、次の特質を持つ運動です。 

 

（１）たすけあいのこころの普及 

共同募金は、温かいこころを通わせあい、それを基盤にして、福祉を向上させていくことを 

目的のひとつとしています。 
 
 （２）全国協調と地域性 

共同募金は、ひとりでも多くのみなさまの参加を願い、全国一斉に協調して行われます。実 

施する区域は都道府県とし、その区域の住民と、民間福祉事業を行うものとの協力によって実 

施します。 
 
 （３）一元性と総合性 

共同募金は、民間の社会福祉事業が区域で展開する諸活動に、募金を効率的に活用するため、 

区域の募金の一元化を図り、寄附金の募集・管理・配分を総合的に調整しています。 
 
 （４）公表 

共同募金は、寄付者の信託によって寄付金の管理・配分を行っていますので、その結果を明 

確に公表し、共同募金の透明性を確保するとともに、寄付者の理解と支持を得るように努めま 

す。 

また、一般募金の配分については公募のもと、申請方式による事業助成として各団体に配分 

しています。 
 
 （５）奉仕活動 

共同募金は、地域で福祉の向上に尽力する奉仕者の組織的な活動によって推進されます。 

 

 

Ⅱ 実施の主体 
 
社会福祉法人神奈川県共同募金会 磯子区支会 

 
 



Ⅲ 一般募金（赤い羽根募金）について 
 
<目  的> 
「共同募金」は、都道府県を単位として全国一斉に行う寄付金募集で、都道府県ごとの地域福祉

の推進を図るため、社会福祉事業･更生保護事業を行う関係施団体等の活動を資金面で支援するこ
とを目的として実施しています。 
 
<実施期間>   

共同募金運動は、毎年１回、厚生労働大臣が定める期間内（例年10月１日から３月31日)に実施

します。なお、共同募金会では、前記期間以外にも年間を通じて寄付金の受け入れを行っています。 
 
<実施計画>  
「共同募金」は、社会福祉法に基づき、あらかじめ募金目標額(配分計画額)･受配者の範囲･配分

の方法を定めて行う計画募金です。  
 
<配   分>   
「共同募金」は、都道府県を単位として配分が行われ、神奈川県共同募金会に寄せられた寄付金

は、神奈川県内の民間福祉活動を推進するために使われています。 
ただし、国内で大規模災害が発生した場合に限り県域を越えて拠出(被災者支援)拠出できます。 

 
 
Ⅳ 年末たすけあい募金について 

共同募金の一環として、12月１日から 12月 31日まで年末たすけあい募金運動が行わ

れ、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、重い障がいのある人などさまざまな課題をかかえ

た区内の方々を慰問、激励するため、また、地域の福祉活動を一層充実するために活用さ

れます。 

 

 

Ⅴ 令和５年度 磯子区での共同募金運動について 
 
１ 募金活動の種類について 
神奈川県共同募金会磯子区支会では、より多くの方からご協力いただけるよう次の方法で募金 

活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ 募金期間及び目安額 

（１）一般募金（赤い羽根募金） 

○令和５年度目安額  １５，９６３，０５０円（戸別募金） 

１，１０６，９５０円（街頭募金、法人募金、その他募金等） 

○運動期間     10月１日～３月31日   

○募金納入期間     12月末までを目途に納入いただければ幸いに存じます。 

 

【戸別募金】 自治会・町内会の協力を得て各家庭にご協力をお願いする募金。 

【街頭募金】 関係団体の協力を得て駅前などで通行中の方にご協力をお願いする募金。 

【法人募金】 企業・法人を中心に、ダイレクトメールなどによりご協力をお願いする募金。  

【職域募金】 企業や官公庁など、職場の社員・職員に寄付のご協力をお願いする募金。 

【ｲﾍﾞﾝﾄ募金】 「ふくしの広場」など区域で実施する各種ｲﾍﾞﾝﾄ開催時にご協力をお願いする募金。 

【校内募金】 先生や児童・生徒達に各学校内での寄付のご協力をお願いする募金。 

【その他募金】 地域ケアプラザや地区センター等、多くの区民が利用する機関の窓口に募金箱を 

設置し、寄付のご協力をお願いする募金。 



（２）年末たすけあい募金 

   ○令和５年度目安額  前年度実績額を下回らない程度 

   ○運動期間         12月１日～12月31日 

   ○募金納入期間     12月末までを目途に納入いただければ幸いに存じます。 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ その他 

（１）戸別募金にあたっては、共同募金の趣旨、目安額、配分額等について納得が得

られるよう十分説明し、寄付者の自発的な協力によって寄付金が拠出されるよう

お願いします。また、判断の目安としておおよその寄付標準額を示すことは差し

支えありませんが、強制感を与えることのないよう充分ご留意をお願いします。 
 
（２）募金期間中における 2,001 円以上の寄付金は所得税、住民税の税制優遇が受け

られますので、免税領収書を必要とされる場合は、該当者の住所、氏名を事務局

にお知らせください。後日、事務局からお礼状とともに発送します。 
 
（３）戸別募金の寄付者には寄付済証を交付します。（自治会・町内会からの一括寄

付のときはご希望により交付します）  

 

 

【参考】共同募金のはじまり 

昭和20年、終戦直後、生活困窮者と戦災孤児の激増など、深刻な社会的・経済的混乱のなか

で、国は「生活保護法」(昭和21年10月制定)を中心とした公的扶助政策を推進してきました。

一方で戦前､国内に6,700余あった民間社会福祉施設は､戦災によって 3,000余に激減し､さらにイ

ンフレによる物価の高騰､物資の入手難などによって､復興はおろか施設の維持さえも困難な状況

となりました。 

 また、昭和21年、連合軍総司令部(G･H･Q)は、国が行うべき政策を民間の事業体に行わせては

ならないことと、民間が行う事業への公金支出を禁止する覚書を国に発しました。当時、「公私

分離の原則」と呼ばれたものです。 

 このような状況のなかで、民間社会福祉事業の活動資金を確保するための寄付金募集（共同募

金運動)を、全国的に実施しようという気運が公私の間に高まり、この運動を展開するために「社

会事業共同募金中央委員会」（現在｢中央共同募金会｣)が組織されました。併行して、厚生省（現

在｢厚生労働省｣)が提唱した、国民の“たすけあいの心”を喚起する「国民たすけあい運動」の一

環として実施するための「共同募金(コミュニティーチェスト)実施要綱」が昭和２２年８月に策

定され、第１回の共同募金が昭和 22年11月25日から 12月25日までの１カ月を運動期間として

実施されました。  

 

 

［目安額の算定方法］ 

① 世帯数は、令和４年12月末日現在の地域振興課届出加入世帯数です。 

②一般募金の各自治会・町内会目安額は、一応の目安として、１世帯あたり２９０円（広域目安額 

  １６５円＋地域目安額 １２５円）に対象世帯数を乗じて算定しています 
 

http://www.akaihane.or.jp/content/imgs/cut/09-01.gif


令和５年１０月 

共同募金のお願い 
 

神奈川県共同募金会横浜市磯子区支会 

 

 

  皆さまの温かいご理解とご協力をいただいております共同募金運動が、今年も１０月１日から

始まります。 

 地域で暮らす皆さまにとって、安心して暮らせるまちづくりを進めていくためには、公的福祉

制度の充実はもちろんですが、身近な地域できめ細かな活動を行っている団体やボランティアな

どの活躍に、たいへん大きな期待が寄せられています。共同募金は、そうした民間の社会福祉活

動のための大切な資金となっております。 

 今年も、共同募金の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も皆さまの温かいご協力をよろしくお願いいたします!! 

 

＜お問い合わせ＞  

社会福祉法人神奈川県共同募金会横浜市磯子区支会事務局 

    （社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会事務局内） 

     横浜市磯子区磯子３－１－４１ 磯子センター５階 

     ＴＥＬ．７５１－０７３９ ＦＡＸ．７５１－８６０８ 

 

 回 

 覧 

 

 ◎募金はあくまで任意のものです。皆さまのお気持ちをいただければ幸いに存じます。 

一般募金（赤い羽根共同募金） 

 この募金は、神奈川県共同募金会を通して、県内の民間社会福祉施設や福祉活動団体、磯子

区社会福祉協議会へ配分されます。なお、募金は次のような方法を中心に行われています。 

①戸別募金  自治会・町内会のみなさまのご協力によって、各家庭のご協力をお願いしてい 

ます。 

②街頭募金  区内の各駅頭などで、民生委員児童委員を始め各団体のみなさまのご協力によ

り実施しています。 

③法人募金  区内の企業などへのダイレクトメールにより、ご協力を呼びかけています。 

 年末たすけあい募金 

 年越しに向けて、身近な地域での助けあいを進めていくための募金です。 

 ご協力いただいた募金は、高齢者や障害児者等への生活支援、障害者地域作業所や障害者グル

ープホーム、また、地域のボランティア団体などへ磯子区社会福祉協議会を通して配分されま

す。 

http://www.akaihane.or.jp/charactor/img/h1712-03.gif
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自治会町内会長 様 

 

 

神奈川県共同募金会磯子区支会 

支会長  横 田  秀 昭 

 

 

令和６年度に向けた共同募金運動(戸別募金)用資材

に関するアンケート（依頼） 
 

 

 

日頃より共同募金運動について、ご理解、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、毎年のお願いではございますが今年度も共同募金に係る「募金資材」の必要数に

ついて、アンケート調査を実施いたします。 

今回ご回答いただくアンケート結果は、令和６年度の共同募金資材発送数として反映

させていただくものです。 

つきましては、ご多用中大変恐縮ではございますが、別紙回答用紙にご記入のうえ、 

11 月 30 日までにご返送いただきますようお願い申しあげます。 

 なお、本アンケートのご提出がない場合は本年度同数、同内容の資材をお送りいたしま

すのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担 当】磯子区社会福祉協議会内 石塚 

                          電 話 ７５１－０７３９ 

                          ＦＡＸ ７５１－８６０８ 

                           E-mail：info@isoshakyo.com 

 



（ｱﾝｹ―ﾄ調査実施年度：R５年度）     共同募金会磯子区支会 FAX：751-8608 

 

令和６年度に向けた共同募金資材についてのアンケート回答用紙 
 
◆募金資材の配付について  
従来、共同募集運動のために各自治会町内会にお届けしている資材は次の通りです。 

下記のうち、№１～７はご希望にもとづき送付しておりますので、次年度に向けてご回答をお願いい

たします。なお、№８～11については全ての自治会・町内会に原則１部ずつ配付しております。 
 

自治会町内会名：【           】 

№ 資  材  名 
本年度 

お届け数 

次年度資材送付必要数を下記にご記

入ください※該当する項目の□にレ印 

1 
寄付済(領収)証 

[一般（赤い羽根）・年末たすけあい募金 兼用]  
枚 

□世帯数分の送付を希望 

□[    枚]送付を希望 

□送付不要 

2 募金袋（封筒）[一般（赤い羽根）募金用] 枚 

□世帯数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

3 募金袋（封筒）[年末たすけあい募金用] 枚 

□世帯数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

4 
文書「共同募金のとりまとめについてのお願

い」（班長向け資料） 
部 

□班数分の送付を希望 

□[     部]送付を希望 

□送付不要 

５ 文書「共同募金のお願い」(班回覧用資料) 枚 

□班数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

6 ボランティア委嘱状  枚 

□班数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

7 赤い羽根 
ピン 本 □ピン式[    本]送付を希望 

□シール式[    本]送付を希望 

□送付不要 シール 本 

8 郵便局払込取扱票 [一般（赤い羽根）募金用] 1部  

9 郵便局払込取扱票 [年末たすけあい募金用] 1部  

10 ボランティア向けリーフレット 1枚  

11 ポスター 1枚  

   
その他の資材に関するご希望などございましたらご記入ください 

 

 
 

※令和５年 11 月 30 日までに同封の返信用封筒又は FAX で共同募金会磯子区支会へご返送をお願

いします。（ご返送のなかった場合には、本年度と同じ資材送付とさせていただきます） 

ご協力ありがとうございました。 



令和５年９月１９日 
 

各自治会・町内会 会長 様 
 

磯 子 保 護 司 会 
会長 川 辺   隆 
磯子区更生保護女性会 
会長 杉 本 房 子 

 
 

「いそご更生保護だより」第６７号および第６６号の回覧について 

（ご依頼） 

 
 
 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 
 日頃より更生保護活動にご理解、ご協力をいただき深く感謝申しあげます。 
 さて、本会では更生保護の理解と普及を図るため、「いそご更生保護だより」

を発行いたしております。 
 今回の第６７号は３年ぶりの紙面発行となりますのでお忙しいところ誠に恐

縮ですが、標記「いそご更生保護だより第６７号」、およびコロナ禍のため回覧

中止となっておりました前号「いそご更生保護だより第６６号」並びにパンフ

レット「更生保護ってなんだろう？」の回覧についてご協力くださいますよう

お願い申しあげます。 
 
 
     １．送付数： 各自治会町内会 班数 
 
 

 
 
磯子保護司会事務局 
古市・小崎 
磯子区社会福祉協議会 
磯子区磯子 3－1－41  
磯子センター５階 
TEL：751－0739  

                                        FAX：751－8608 











 
 
 
  
 
 

 目  的  

安全で円滑な交通環境の確保を図るため、放置自転車クリーンキャンペーンを展開し、

「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」に基づく対策を推進します。 

 

 期  間  

令和５年１０月１日（日）～１０月３１日（火）の１か月間 

 

 スローガン  

「自転車の 代わりに置こう 思いやり」 

 
 

 重  点  

 

１．放置自転車の防止 

２．交通ルールの遵守と駐車マナーの向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

路上自転車駐車場の整備状況（イセザキモール） 

 

放置自転車クリーンキャンペーンの様子 

 



 

共 通 事 項 

１  「重点」に基づき、今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や、これに伴う市民の交通行

動の変化等を注視しつつ、それぞれの地域等の実態に即した各種活動を積極的に推進します。 

２ 運動の趣旨を周知徹底し、「運動の重点」の効果的な推進を図るため、広報啓発や実践的な活

動を行います。 

３ 自転車利用者の交通ルールの遵守とマナー向上を図るための広報を行います。 

横 浜 市 ・ 区 

１ 放置自転車の追放気運を高めるための広報啓発活動を推進します。 

２ 放置自転車をなくすための指導警告や移動・撤去活動を積極的に推進します。 

３ 自転車の損害賠償責任保険等加入、乗車用ヘルメット着用の周知・啓発を推進します。 

警 察 

１ 交通事故に直結する悪質・危険・迷惑性の高い違法駐車などの指導取締りを強化します。 

２ 関係機関・団体の自主的活動を促進するため必要な情報の提供と支援を行います。 

３ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の広報啓発を推進します。 

交 通 安 全 協 会 

１ 各種キャンペーンを実施し、地域住民の放置自転車の追放気運の醸成を図ります。 

２ 事業所等に対し、使用者や管理者などを中心とした事業所ぐるみでの違法駐車等追放気運を

高めるよう働きかける。また、自転車損害賠償責任保険等の加入を推進します。 

教 育 関 係 

１ 違法駐車や放置自転車の追放についての啓発・教育を推進します。 

２ 盗難自転車の多くは放置されてしまうので盗難の防止について指導します。 

道 路 管 理 者 ・ 鉄 道 事 業 者 

１ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用し、この運動の周知を図るとともに、交通マナー

の向上のための広報啓発活動を推進します。 

２ 駅周辺の放置自転車の移動活動に協力します。 

３ 関係機関と連携を図り、駅周辺の駐車場・駐輪場の整備推進に努めます。 

地 域 

１ 違法駐車や放置自転車などの迷惑性や自転車のマナー等について地域で話し合いましょう。 

２ 会合等を利用し、違法駐車や放置自転車等の問題について認識を高め、違法・迷惑駐車を「し

ない・させない運動」を推進しましょう。 

３ 関係機関・団体が実施する放置自転車等クリーンキャンペーン等に参加しましょう。 

４ 車・自転車・バイクで外出する際は、決められた場所以外にはとめないようにしましょう。 

 
横浜市交通安全対策協議会  

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課 

電話０４５（６７１）２３２３ 

 

                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレが詰まったので、慌ててネットで検索し「水回り

修理３２０円～」という安価な事業者を呼んだ。 

事業者は高圧洗浄・便器を外してのドリル工事・薬品投

入など次々と作業をし、結果として３７万円を請求された 

広告の値段と全然違い、納得がいかない！ 

10 2023

2 

トイレ修理の相談が多く寄せられています。 

広告の「〇〇円～」はうのみにせず、まず出張や見積りが 

有料か確認しましょう。また、作業当日に想定外の料金や 

作業を提案され、不安を感じた時はその場で断りましょう。 

令和５ 

 

トラブルに備えて準備しておくこと 
 
●地元の工務店や管工事組合、横浜市 

排水設備指定工事店などを調べておく 

●自宅の止水栓の位置を確認しておく 

●ラバーカップを使うと直ることも 

 

。 







（どこでもお出かけ区役所講座のご案内）

近年、自転車や高齢者関係の交通事故が後を絶ちません。

被害に遭うだけではなく、自らが加害者になってしまう可能性もあります。

地域振興課では、自治会・町内会様からの交通安全講習に関する相談
を承っています。

磯子警察署、磯子交通安全協会等と連携し、ご希望に沿った内容での
実施に向け調整をいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

お問合せ先

磯子区地域振興課 交通安全担当
TEL 750-2396 FAX 750-2534
MAIL is-k2anzen@city.yokohama.jp

例えば・・・
自転車マナー
について周知し
たい

例えば・・・
磯子区の交通
事故状況を知
りたい

例えば・・・
免許返納につ
いて教えてほ
しい

自治会町内会等で、交通安全講習会
を開いてみませんか？

交通安全

交通安全教室 承ります！

磯子区連合町内会長会資料
令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日
磯 子 区 地 域 振 興 課

mailto:is-k2anzen@city.yokohama.jp


 

  

 時 間  10:00～11:45 

 場 所  磯子公会堂 3 階 会議室 2・3 (磯子区総合庁舎内) 

 定 員  おおむね 30 名  

 対 象  ・65歳以上の男女  

      ・区内で地域活動に参加してみたい方 

・区内の自治会・町内会の方 

・2 月 10 日(土)開催予定の地域活動大交流会(仮)の 

ファッションショーに参加希望の方(優先) 

参加費  無料 

 申 込  10 月 31 日(火)締切り (抽選) 
       窓口・電話・FAX・メール 

お申し込みフォーム(登録が必要です)で 

下記の項目をお伝えください。 
  ①お名前 ②年代 ③性別 ④ご住所 ⑤電話番号 ⑥地域活動で知りたいこと 

   

【お問合せ】いそご区民活動支援センター 

〒235-0016 横浜市磯子区磯子 3-5-1 磯子区総合庁舎 7階 

電話 ： 045（754）2390  FAX ： 045（759）4116 

メール ： is-shienc@city.yokohama.jp 

開館時間 : 10時～17時 

休館日 : 祝日・年末年始 

地域活動や生涯学習のご相談もお待ちしています。    
☆状況により講座の内容を変更や中止にさせていただく場合があります。 

 

＜お申し込みフォーム＞ 

令和 5年度 地域デビュー講座 

美容を通じて日々の生活に生きがいを持ち、いき

いきと活躍できる場をつくりたい。“誰もが笑顔で

元気になれる活動”を目標に、地域や人との繋がり

を大切にしながら活動中 

磯子区地域ボランティア講師登録 

磯子区内施設で多数講座開催 

講師紹介 特定非営利活動法人 

 

         11 月 21 日 (火)  メイクアップ 

           12 月 5 日 (火)  ヘアーセット 

           12 月 19 日 (火) スタイリング 

1 月 16 日 (火)  ウォーキング 

1 月 30 日 (火)  ウォーキング・トータル 

                ※全日程参加の方優先 

 

日常に魅力を少しプラスして、気分を明るく笑顔で 

地域に出て行きませんか? 

貴方の魅力アップをお手伝いする講座です。 

各回の講座で楽しい地域活動のヒントもお伝えします。 

是非ご参加ください。 

令和 6 年 

日にち 

トータルビューティーカンパニー神奈川 

 

mailto:is-shienc@city.yokohama.jp
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